
令和 〇年 〇月〇日 

〇〇税関 〇〇外郵出張所長 

〇〇 〇〇 殿 

開始通知 簡第 000〇-0000号 

 

意見書 

 

郵便物番号： EV000000000CN 

郵便物の種類： EMS 

差出人： 〇〇 

住所： 中国 

疑義貨物 ： 〇〇〇 バッグ 

 

記 

 

この度輸入の差し止めを受けた疑義貨物については、私自身が中国より輸入したものに

間違いありません。 

私自身が個人的に使用するためだけに輸入した貨物となります。 

転売・貸出・譲渡など私以外の第三者に渡る行為を行うことは一切なく、あくまでも個人

の範囲で使用を目的としています。 

したがって、今回の疑義貨物は「知的財産権の侵害とはならない物品、業として輸入され

るものでないもの」に該当します。 

 

私個人は確かに存在しており、疑義貨物の転売が疑われるような職には就いておりませ

ん。 

添付書類をご査収の上、審査のほどお願いいたします。 

 

以上 

 

〇〇 〇〇  〇 

〒〇〇〇-〇〇〇〇 

〇〇県〇〇市〇〇町 

TEL: 080-0000-0000 

 

記入した日付

宛先（管轄の税関出張所）

認定手続き開始通知に記載された番号

↓の情報は全て認定手続き開始通知書に記載があるので、間違いのないように書き写します

受取人住所

受取人氏名 押印

連絡のつく電話番号

身分証明書のコピーや、社員証や学生証のコピーを添付


